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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

平成１８年法律第９１号
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第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み、公共交通
機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、
一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の
一体的な整備を推進するための措置、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置
その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促
進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

（基本理念）

第一条の二 この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよう
な社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること及び全ての国民が年齢、障害の有
無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければ
ならない。

（定義）

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常
生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。

二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上
又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。

三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいう。

四 高齢者障害者等用施設等 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設又は設備であって、主として
これらの者の利用のために設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保され
るために適正な配慮が必要となるものとして主務省令で定めるものをいう。

五 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。

イ 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道事業者（旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を
行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。）

ロ 軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道経営者（旅客の運送を行うものに限る。第二十六号ハにお
いて同じ。）

ハ 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による一般乗合旅客自動車運送事業者（路線を定めて定期
に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下この条において同じ。）、一般貸切旅客自
動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者
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ニ 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）によるバスターミナル事業を営む者

ホ 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事

業（特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本の国籍を有する者及び日本

の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営むものを除く。次号ニにおいて同じ。）及び

旅客不定期航路事業を営む者

ヘ 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による本邦航空運送事業者（旅客の運送を行うものに

限る。）

ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次号イ、ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、又は管理するも

の

六 旅客施設 次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供する

ものをいう。

イ 鉄道事業法による鉄道施設

ロ 軌道法による軌道施設

ハ 自動車ターミナル法によるバスターミナル

ニ 海上運送法による輸送施設（船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事

業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。）

ホ 航空旅客ターミナル施設

七 特定旅客施設 旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれることその他

の政令で定める要件に該当するものをいう。

八 車両等 公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車（一般乗合旅客

自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第五条第

一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅

客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためこれらの事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害

者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省

令で定めるものに限る。）、船舶及び航空機をいう。

九 道路管理者 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

十 特定道路 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいう。

十一 路外駐車場管理者等 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第十二条に規定する路外駐車場管理者

又は都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第二項の都市計画区域外において特定路外駐車場を

設置する者をいう。

十二 旅客特定車両停留施設 道路法第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設であって、公共交通

機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

十三 特定路外駐車場 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場（道路法第二条第二項第七号に規定す

る自動車駐車場、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第二項に規定する公園施設（以下

「公園施設」という。）、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。）であって、自動車の駐車の

用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を

徴収するものをいう。

十四 公園管理者等 都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者（以下「公園管理者」という。）又は

同項の規定による許可を受けて公園施設（特定公園施設に限る。）を設け若しくは管理し、若しくは設

け若しくは管理しようとする者をいう。

十五 特定公園施設 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設をいう。

十六 建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。

十七 建築物 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物をいう。

十八 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老

人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築

物特定施設を含むものとする。

十九 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築

物その他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

二十 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物

又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。

二十一 建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。

Ⅷ 条例及び関係法令
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二十二 所管行政庁 建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域につ

いては当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をい

う。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定

により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道

府県知事とする。

二十三 移動等円滑化促進地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。

イ 生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、

福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。）の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常

徒歩で行われる地区であること。

ロ 生活関連施設及び生活関連経路（生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。）を構成する一般交
通用施設（道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。以下同じ。）について移動
等円滑化を促進することが特に必要であると認められる地区であること。
ハ 当該地区において移動等円滑化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切
であると認められる地区であること。

二十四 重点整備地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。
イ 前号イに掲げる要件
ロ 生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のための事業が実施
されることが特に必要であると認められる地区であること。
ハ 当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機
能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。

二十五 特定事業 公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定
事業、交通安全特定事業及び教育啓発特定事業をいう。
二十六 公共交通特定事業 次に掲げる事業をいう。
イ 特定旅客施設内において実施するエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のために必要
な設備の整備に関する事業
ロ イに掲げる事業に伴う特定旅客施設の構造の変更に関する事業
ハ 特定車両（軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗
用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うために使用する車両等をいう。以下同じ。）を床面の低いも
のとすることその他の特定車両に関する移動等円滑化のために必要な事業

二十七 道路特定事業 次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業（これと併せて実施する必
要がある移動等円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。）をいう。
イ 歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内標識その他の移動等円滑化のために必要な施設又は工作
物の設置に関する事業
ロ 歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の移動等円滑化のために必要な道路の構造の改良に関する事
業

二十八 路外駐車場特定事業 特定路外駐車場において実施する車椅子を使用している者が円滑に利用するこ
とができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関する事業をいう。
二十九 都市公園特定事業 都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整備に関する事業をいう。
三十 建築物特定事業 次に掲げる事業をいう。
イ 特別特定建築物（第十四条第三項の条例で定める特定建築物を含む。ロにおいて同じ。）の移動等円
滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業
ロ 特定建築物（特別特定建築物を除き、その全部又は一部が生活関連経路であるものに限る。）におけ
る生活関連経路の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業

三十一 交通安全特定事業 次に掲げる事業をいう。
イ 高齢者、障害者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、道路交通法（昭
和三十五年法律第百五号）第九条の歩行者用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを
表示する道路標示その他の移動等円滑化のために必要な信号機、道路標識又は道路標示（第三十六条第二
項において「信号機等」という。）の同法第四条第一項の規定による設置に関する事業
ロ 違法駐車行為（道路交通法第五十一条の四第一項の違法駐車行為をいう。以下この号において同
じ。）に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動その他の移動等
円滑化のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法駐車行為の防止のための事業

三十二 教育啓発特定事業 市町村又は施設設置管理者（第三十六条の二において「市町村等」という。）が
実施する次に掲げる事業をいう。
イ 移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の
実施に関する事業
ロ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に関するこれら
の者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業（イに掲げる事業を除く。）

第二章 基本方針等

（基本方針）



第三条 主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針
（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。
２ 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項
二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項
三 第二十四条の二第一項の移動等円滑化促進方針の指針となるべき次に掲げる事項
イ 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進の意義に関する事項
ロ 移動等円滑化促進地区の位置及び区域に関する基本的な事項
ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する基本的な事項
ニ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれら
の者の協力の確保に関する基本的な事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な
事項

四 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項
イ 重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項
ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項
ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する基本的な事項
ニ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実
施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項
ホ ニに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九
号）による土地区画整理事業をいう。以下同じ。）、市街地再開発事業（都市再開発法（昭和四十四年法律
第三十八号）による市街地再開発事業をいう。以下同じ。）その他の市街地開発事業（都市計画法第四条第
七項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。）に関し移動等円滑化のために考慮すべき基本的な事項、
自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に
資する市街地の整備改善に関する基本的な事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事
項

五 移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協力の確保に関する
基本的な事項
六 移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項
七 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項
３ 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（国の責務）
第四条 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれ
に基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策の内容について、移動
等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、関係行政機関及びこれらの者で構成する会議における定期的な評価その
他これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
２ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、高齢者、
障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円
滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努
めなければならない。

（地方公共団体の責務）
第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。

（施設設置管理者等の責務）
第六条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は
管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（国民の責務）
第七条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深め
るとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者
等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用
を確保するために必要な協力をするよう努めなければならない。

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

（公共交通事業者等の基準適合義務等）

第八条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改
良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等（以下「新設旅客施設
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等」という。）を、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める
基準（以下「公共交通移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。

２ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合するように
維持するとともに、当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なもの
として主務省令で定める基準を遵守しなければならない。

３ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等（新設旅客施設等を除く。）について、公
共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該旅客施設及び車両
等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守す
るよう努めなければならない。

４ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要
となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。

５ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要
となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

６ 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければ
ならない。

７ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設
旅客施設等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活
動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

８ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その
他の関係者と相互に協力して、前各項の措置を講ずるよう努めなければならない。

９ 公共交通事業者等又は道路管理者（旅客特定車両停留施設を管理する道路管理者に限る。第十条第十項にお
いて同じ。）が他の公共交通事業者等に対し前項又は同条第九項の措置に関する協議を求めたときは、当該他
の公共交通事業者等は、当該措置により旅客施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他
の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

（旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等）

第九条 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、
認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、公共交通移動等円滑化
基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、主務大臣は、当該新設旅客施設等が
公共交通移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、これらの規定による許可、認可その他の処分をして
はならない。

２ 公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる届出をしな
ければならない場合を除くほか、旅客施設の建設又は前条第一項の主務省令で定める大規模な改良を行おうと
するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。そ
の届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

３ 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等（第一項の規定により審査を行うものを除く。）若しくは前項の
政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について前条第一項の規定に違反して
いる事実があり、又は新設旅客施設等若しくは当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法について同条
第二項の規定に違反している事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反を是正するため
に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項）

第九条の二 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため、次に掲げる事項並びに移動等円
滑化のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標及び当該目標を達成するために当該事項
と併せて講ずべき措置に関し、公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものと
する。

一 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

二 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準
を遵守するために必要な措置

三 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設に
おける誘導その他の支援

四 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

五 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練



六 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての旅客
施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、移動等円滑化の進展の状況、旅客施設及び車両等の移動等円滑
化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするも
のとする。

（指導及び助言）

第九条の三 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため必要があると認めるときは、公共交
通事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施
について必要な指導及び助言をすることができる。

（勧告等）

第九条の七 主務大臣は、公共交通事業者等の事業の用に供する旅客施設及び車両等の移動等円滑化の状況が第九
条の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該公共交
通事業者等に対し、当該旅客施設及び車両等の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案し、その判断
の根拠を示して、当該旅客施設及び車両等に係る移動等円滑化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすること
ができる。

（計画の作成）

第九条の四 公共交通事業者等（旅客が相当数であることその他の主務省令で定める要件に該当する者に限る。次
条から第九条の七までにおいて同じ。）は、毎年度、主務省令で定めるところにより、第九条の二第一項に規定
する判断の基準となるべき事項において定められた同項の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大
臣に提出しなければならない。

（定期の報告）

第九条の五 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、前条の計画に基づく措置の実施の状
況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

（公表）

第九条の六 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、第九条の四の計画の内容、当該計画
に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める移動等円滑化に関する情報を公表しなければならない。

２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた公共交通事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表
することができる。

（道路管理者の基準適合義務等）

第十条 道路管理者は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路（以下こ
の条において「新設特定道路」という。）又は当該旅客特定車両停留施設（第三項において「新設旅客特定車両
停留施設」という。）を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例（国道（道路法第三条第二号の
一般国道をいう。以下同じ。）にあっては、主務省令）で定める基準（以下この条において「道路移動等円滑化
基準」という。）に適合させなければならない。

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。

３ 道路管理者は、その管理する新設特定道路及び新設旅客特定車両停留施設（以下この条において「新設特定道
路等」という。）を道路移動等円滑化基準に適合するように維持するとともに、当該新設旅客特定車両停留施設
を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなけ
ればならない。

４ 道路管理者は、その管理する道路（新設特定道路等を除く。）について、道路移動等円滑化基準に適合させる
ために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該道路のうち旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の
方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。

５ 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における誘導その他の支援を適
切に行うよう努めなければならない。
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６ 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する新設特定道路についてこれらの者が当該新設特定道
路を円滑に利用するために必要となる情報を、その管理する旅客特定車両停留施設についてこれらの者が公共
交通機関を利用して移動するために必要となる情報を、それぞれ適切に提供するよう努めなければならない。

７ 道路管理者は、その職員に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における移動等円滑化を図るために必
要な教育訓練を行うよう努めなければならない。

８ 道路管理者は、その管理する新設特定道路等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定道路等にお
ける高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動
を行うよう努めなければならない。

９ 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停留施設に係る高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行
うため、公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項（第二項を除く。）の措置を講ずるよう
努めなければならない。

１０ 公共交通事業者等又は道路管理者が他の道路管理者に対し第八条第八項又は前項の措置に関する協議を求
めたときは、当該他の道路管理者は、当該措置により旅客特定車両停留施設の有する機能に著しい支障を及ぼ
すおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

１１ 新設特定道路等についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適用については、これ
らの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二条第二号に規定する移動等円滑化のために必要なものとし
て国土交通省令で定める基準」と、同法第三十三条第一項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とする。

（路外駐車場管理者等の基準適合義務等）

第十一条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、当該特定路外駐車場（以下この条におい
て「新設特定路外駐車場」という。）を、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関す
る主務省令で定める基準（以下「路外駐車場移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。

２ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合するように
維持しなければならない。

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによっては、高齢者、障
害者等が特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合に
おいては、路外駐車場移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。

４ 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐車場（新設特定路外駐車場を除く。）を路外駐車場移動等
円滑化基準（前項の条例で付加した事項を含む。第五十三条第二項において同じ。）に適合させるために必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。

５ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場について、高齢者、障害者等に対し、これらの者
が当該新設特定路外駐車場を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならな
い。

６ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特
定路外駐車場における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報
活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等）

第十二条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところに
より、その旨を都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。）に届け出なけ
ればならない。ただし、駐車場法第十二条の規定による届出をしなければならない場合にあっては、同条の規
定により知事等に提出すべき届出書に主務省令で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。

２ 前項本文の規定により届け出た事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。

３ 知事等は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、路外駐車場管理者
等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（公園管理者等の基準適合義務等）

第十三条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設（以下この条
において「新設特定公園施設」という。）を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例
（国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令）で定める基準（以下この条において「都市公園移動等円滑
化基準」という。）に適合させなければならない。

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。
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３ 公園管理者は、新設特定公園施設について都市公園法第五条第一項の規定による許可の申請があった場合には、
同法第四条に定める基準のほか、都市公園移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。こ
の場合において、公園管理者は、当該新設特定公園施設が都市公園移動等円滑化基準に適合しないと認めるとき
は、同項の規定による許可をしてはならない。

４ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を都市公園移動等円滑化基準に適合するように維持しなけれ
ばならない。

５ 公園管理者等は、その管理する特定公園施設（新設特定公園施設を除く。）を都市公園移動等円滑化基準に適
合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

６ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当該新設
特定公園施設を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

７ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定公園施設
における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活
動を行うよう努めなければならない。

（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等）

第十四条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築（用途の変更をして特別特定建築物にする
ことを含む。以下この条において同じ。）をしようとするときは、当該特別特定建築物（以下この条において
「新築特別特定建築物」という。）を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政
令で定める基準（以下「建築物移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。

２ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するよ
うに維持しなければならない。

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによっては、高齢者、障害
者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、
特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、第一項の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模未満
で別に定め、又は建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。

４ 前三項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。

５ 建築主等（第一項から第三項までの規定が適用される者を除く。）は、その建築をしようとし、又は所有し、
管理し、若しくは占有する特別特定建築物（同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同じ。）を建築物移動
等円滑化基準（同項の条例で付加した事項を含む。第十七条第三項第一号を除き、以下同じ。）に適合させるた
めに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

６ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に対し、こ
れらの者が当該新築特別特定建築物を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければ
ならない。

７ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物の利用者に対し、高齢者、障害者等が当
該新築特別特定建築物における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮について
の広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

（特別特定建築物に係る基準適合命令等）

第十五条 所管行政庁は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、建築主等
に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

２ 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適
用しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特
別特定建築物が前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を
当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならな
い。

３ 所管行政庁は、前条第五項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等
に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施工に係る事項その他の移動等円滑化
に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

（特定建築物の建築主等の努力義務等）

第十六条 建築主等は、特定建築物（特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。）の建築（用途の変更を
して特定建築物にすることを含む。次条第一項において同じ。）をしようとするときは、当該特定建築物を建築
物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

Ⅷ 条例及び関係法令
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２ 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建
築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

３ 所管行政庁は、特定建築物について前二項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めると
きは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建築物特定施設の設計及び施
工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定）

第十七条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替（修繕又は模様替にあっては、建築物特定施設に係る
ものに限る。以下「建築等」という。）をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の
建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 特定建築物の位置

二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積

三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項

四 特定建築物の建築等の事業に関する資金計画

五 その他主務省令で定める事項

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画
が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できる
ようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。

二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

４ 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第六条第一項（同法第八十
七条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。）の規定による確認の申請書を提出して、当該
申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第六条第一項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事又は建築
副主事の通知（以下この条において「適合通知」という。）を受けるよう申し出ることができる。

５ 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事又は建築副
主事に通知しなければならない。

６ 建築基準法第十八条第三項及び第十五項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の通知を受けた場合につい
て準用する。この場合においては、建築主事又は建築副主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第十四
条第一項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。

７ 所管行政庁が、適合通知を受けて第三項の認定をしたときは、当該認定に係る特定建築物の建築等の計画は、
建築基準法第六条第一項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

８ 建築基準法第十二条第八項、第九十三条及び第九十三条の二の規定は、建築主事又は建築副主事が適合通知を
する場合について準用する。

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更）

第十八条 前条第三項の認定を受けた者（以下「認定建築主等」という。）は、当該認定を受けた計画の変更（主
務省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。

（認定特定建築物の容積率の特例）

第十九条 建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、
第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の
二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五（第二号イを除く。）、第六
十八条の五の二（第二号イを除く。）、第六十八条の五の三第一項（第一号ロを除く。）、第六十八条の五の
四（第一号ロを除く。）、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第
八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六
第一項に規定する建築物の容積率（同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に
規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の
基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項及び第六項に定めるもののほか、第十七条第三項の認定を受
けた計画（前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第二十一条において同じ。
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）に係る特定建築物（以下「認定特定建築物」という。）の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の
措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における政令で定める
床面積は、算入しないものとする。

（認定特定建築物の表示等）

第二十条 認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用
に関する広告その他の主務省令で定めるもの（次項において「広告等」という。）に、主務省令で定めるところ
により、当該認定特定建築物が第十七条第三項の認定を受けている旨の表示を付することができる。

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又
はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

（認定建築主等に対する改善命令）

第二十一条 所管行政庁は、認定建築主等が第十七条第三項の認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等
又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきこと
を命ずることができる。

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し）

第二十二条 所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定による処分に違反したときは、第十七条第三項の認定を取
り消すことができる。

（協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等）

第二十二条の二 建築主等は、次の各号のいずれかに該当する建築物特定施設（以下この条において「協定建築物
特定施設」という。）と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上そ
の他の理由により著しく困難であると主務省令で定めるところにより主務大臣が認める旅客施設（次の各号の
公共交通事業者等の事業の用に供するものに限る。次項において「移動等円滑化困難旅客施設」という。）の
敷地に隣接し、又は近接する土地において協定建築物特定施設を有する建築物（以下「協定建築物」とい
う。）の建築等をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、協定建築物の建築等及び維持保全の
計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

一 建築主等が公共交通事業者等と締結する第四十一条第一項に規定する移動等円滑化経路協定の目的となる経
路を構成する建築物特定施設

二 建築主等が公共交通事業者等と締結する第五十一条の二第一項に規定する移動等円滑化施設協定の目的とな
る建築物特定施設

２ 前項の申請に係る協定建築物特定施設（協定建築物特定施設と移動等円滑化困難旅客施設との間に同項第一号
の経路がある場合にあっては、協定建築物特定施設及び当該経路を構成する一般交通用施設（以下この項にお
いて「特定経路施設」という。））は、協定建築物特定施設等維持保全基準（移動等円滑化困難旅客施設の公
共交通移動等円滑化基準への継続的な適合の確保のために必要な協定建築物特定施設及び特定経路施設の維持
保全に関する主務省令で定める基準をいう。）に適合するものとして、主務省令で定めるところにより主務大
臣の認定を受けたものでなければならない。

３ 第一項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 協定建築物の位置

二 協定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積

三 計画に係る協定建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項

四 協定建築物の建築等の事業に関する資金計画

五 その他主務省令で定める事項

４ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る協定建築物の建築等及び維持保全の計画
が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、第十七条第三項第一号に規定する主務
省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。

二 前項第四号に掲げる資金計画が、協定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

Ⅷ 条例及び関係法令
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５ 第十八条、第十九条、第二十一条及び前条の規定は、前項の認定を受けた者（第五十三条第五項において「認
定協定建築主等」という。）に係る当該認定を受けた計画について準用する。この場合において、第十八条第二
項中「前条」とあるのは「第二十二条の二第一項から第四項まで」と、第十九条中「特定建築物（以下「認定特
定建築物」という。）の建築物特定施設」とあるのは「第二十二条の二第一項に規定する協定建築物（第二十一
条において「認定協定建築物」という。）の同項に規定する協定建築物特定施設」と、第二十一条中「認定特定
建築物」とあるのは「認定協定建築物」と読み替えるものとする。

（既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例）

第二十三条 この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベー
ターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上
支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法第二十七条第二項の規定の適用については、
当該エレベーターの構造は耐火構造（同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。）とみなす。

一 エレベーター及び当該エレベーターの設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が主務省令で定める
安全上及び防火上の基準に適合していること。

二 エレベーターの制御方法及びその作動状態の監視方法が主務省令で定める安全上の基準に適合していること。

２ 建築基準法第九十三条第一項本文及び第二項の規定は、前項の規定により所管行政庁が防火上及び避難上支障
がないと認める場合について準用する。

（高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例）

第二十四条 建築物特定施設（建築基準法第五十二条第六項第一号に規定する昇降機並びに同項第二号に規定する
共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。）の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保す
るため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有
効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第十四項第一号に規定する建築物とみなし
て、同項の規定を適用する。

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

（移動等円滑化促進方針）

第二十四条の二 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の移動等円滑化促進

地区について、移動等円滑化の促進に関する方針（以下「移動等円滑化促進方針」という。）を作成するよう

努めるものとする。

２ 移動等円滑化促進方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 移動等円滑化促進地区の位置及び区域

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事項

三 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの

者の協力の確保に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項

３ 前項各号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進方針には、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の

促進に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。

４ 移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置その他

の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。

５ 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及

び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第五条第一項に規定する地域公

共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。

６ 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する

高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会（以下「公安委員会」

という。）の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

７ 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道

府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に送付しなければならない。

８ 主務大臣は、前項の規定により移動等円滑化促進方針の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言を

することができる。

９ 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、移動等円滑化促進方針の作成及びその円滑かつ確実な実施に
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関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

１０ 第六項から前項までの規定は、移動等円滑化促進方針の変更について準用する。

（移動等円滑化促進方針の評価等）

第二十四条の三 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該移動

等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区における移動等円滑化に関する措置の実施の状況

についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方

針を変更するものとする。

（協議会）

第二十四条の四 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村は、移動等円滑化促進方針の作成に関する協

議及び移動等円滑化促進方針の実施（実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。）に係る連絡調整を

行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関し密

接な関係を有する者

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通

知するものとする。

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければな

らない。

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

（移動等円滑化促進方針の作成等の提案）

第二十四条の五 次に掲げる者は、市町村に対して、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をすることを提案す

ることができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る移動等円滑化促進方針の素案を作

成して、これを提示しなければならない。

一 施設設置管理者その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の管理者

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関

係を有する者

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき移動等円滑化促進方針の作成又は変更をするか

否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、移動等円滑化促

進方針の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

（行為の届出等）

第二十四条の六 移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区の区域において、旅客施設の

建設、道路の新設その他の行為であって当該区域における移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのあるも

のとして政令で定めるものをしようとする公共交通事業者等又は道路管理者は、当該行為に着手する日の三十

日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他主務

省令で定める事項を市町村に届け出なければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行

為については、この限りでない。

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとすると

きは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を

市町村に届け出なければならない。

３ 市町村は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が移動等円滑化促進地区に

おける移動等円滑化の促進を図る上で支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る

行為に関し旅客施設又は道路の構造の変更その他の必要な措置の実施を要請することができる。

４ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣に通知するこ

とができる。

Ⅷ 条例及び関係法令
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５ 主務大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第三項の規定による要請を受けた者が正当な

理由がなくて同項の措置を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、当該措置を実施すべ

きことを勧告することができる。

（市町村による情報の収集、整理及び提供）

第二十四条の七 第二十四条の二第四項の規定により移動等円滑化促進方針において市町村が行う移動等円滑

化 に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該移動等円滑化促進

方針に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

（施設設置管理者による市町村に対する情報の提供）

第二十四条の八 公共交通事業者等及び道路管理者は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市

町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利

用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。

２ 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う

市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公

園施設及び特別特定建築物を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならな

い。

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

（移動等円滑化基本構想）

第二十五条 市町村は、基本方針（移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑

化促進方針。以下同じ。）に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移

動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想（以下「基本構想」という。）を作成

するよう努めるものとする。

２ 基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 重点整備地区の位置及び区域

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項

三 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施

すべき特定事業その他の事業に関する事項（旅客施設の所在地を含まない重点整備地区にあっては、当該重

点整備地区と同一の市町村の区域内に所在する特定旅客施設との間の円滑な移動のために実施すべき特定事

業その他の事業に関する事項を含む。）

四 前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し

移動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他

の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項その他重点整備地区における

移動等円滑化のために必要な事項

３ 前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針

について定めるよう努めるものとする。

４ 市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点整備地区について基本構想を作成する場合には、当該基本構

想に当該特定旅客施設を第二項第二号及び第三号の生活関連施設として定めなければならない。

５ 基本構想には、道路法第十二条ただし書及び第十五条並びに道路法の一部を改正する法律（昭和三十九年

法律第百六十三号。以下「昭和三十九年道路法改正法」という。）附則第三項の規定にかかわらず、国道又は

都道府県道（道路法第三条第三号の都道府県道をいう。第三十二条第一項において同じ。）（道路法第十二条

ただし書及び第十五条並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項の規定により都道府県が新設又は改築を行

うこととされているもの（道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二

項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを

除く。）に限る。以下同じ。）に係る道路特定事業を実施する者として、市町村（他の市町村又は道路管理者

と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者。第三十二条において同じ。）を

定めることができる。



６ 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障

害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

７ 市町村は、基本構想を作成しようとする場合において、第二十六条第一項の協議会が組織されていないと

きは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及び公安委員会と協

議をしなければならない。

８ 市町村は、第二十六条第一項の協議会が組織されていない場合には、基本構想を作成するに当たり、あら

かじめ、関係する施設設置管理者及び公安委員会

に対し、特定事業に関する事項について基本構想の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めることができ

る。

９ 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映される

よう努めるものとする。

１０ 第二十四条の二第四項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、基本構想の作成について準用する。

この場合において、同条第四項中「移動等円滑化促進地区」とあるのは、「重点整備地区」と読み替えるも

のとする。

１１ 第二十四条の二第七項から第九項まで及びこの条第六項から第九項までの規定は、基本構想の変更につ

いて準用する。

（基本構想の評価等）

第二十五条の二 市町村は、基本構想を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該基本構想におい

て定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況についての調査、分析及び評価を行

うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、基本構想を変更するものとする。

（協議会）

第二十六条 基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施（実施

の状況についての調査、分析及び評価を含む。）に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において

「協議会」という。）を組織することができる。

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一 基本構想を作成しようとする市町村

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施す

ると見込まれる者

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に

通知するものとする。

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければ

ならない。

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならな

い。

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

（基本構想の作成等の提案）

第二十七条 次に掲げる者は、市町村に対して、基本構想の作成又は変更をすることを提案することができる。

この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る基本構想の素案を作成して、これを提示しなけれ

ばならない。

一 施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施しようとす

る者

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害

関係を有する者

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき基本構想の作成又は変更をするか否かについ

て、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、基本構想の作成又は変更

をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

Ⅷ 条例及び関係法令
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（公共交通特定事業の実施）

第二十八条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公共交通事業者等は、単

独で公共交通特定事業計画」という。）を又は共同して、当該基本構想に即して公共交通特定事業を実施す

るための計画（以下「作成し、これに基づき、当該公共交通特定事業を実施するものとする。

２ 公共交通特定事業計画においては、実施しようとする公共交通特定事業について次に掲げる事項を定める

ものとする。

一 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設又は特定車両

二 公共交通特定事業の内容

三 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法

四 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

３ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び

施設設置管理者の意見を聴かなければならない。

４ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設

設置管理者に送付しなければならない。

５ 前二項の規定は、公共交通特定事業計画の変更について準用する。

（公共交通特定事業計画の認定）

第二十九条 公共交通事業者等は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、公共交通特定事業計画

が重点整備地区における移動等円滑化を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請す

ることができる。

２ 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、前条第二項第二号に掲げる事項が基本

方針及び公共交通移動等円滑化基準に照らして適切なものであり、かつ、同号及び同項第三号に掲げる事項

が当該公共交通特定事業を確実に遂行するために技術上及び資金上適切なものであると認めるときは、その

認定をするものとする。

３ 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る公共交通特定事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の

認定を受けなければならない。

４ 第二項の規定は、前項の認定について準用する。

５ 主務大臣は、第二項の認定を受けた者が当該認定に係る公共交通特定事業計画（第三項の規定による変更

の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。）に従って公共交通特定事業を実施してい

ないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

（公共交通特定事業計画に係る地方債の特例）

第三十条 地方公共団体が、前条第二項の認定に係る公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業で主務

省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法

（昭和二十三年法律第百九号）第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規

定する経費とみなす。

（道路特定事業の実施）

第三十一条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する道路管理者は、単独で又

は共同して、当該基本構想に即して道路特定事業を実施するための計画（以下「道路特定事業計画」とい

う。）を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。

２ 道路特定事業計画においては、基本構想において定められた道路特定事業について定めるほか、当該重点

整備地区内の道路において実施するその他の道路特定事業について定めることができる。

３ 道路特定事業計画においては、実施しようとする道路特定事業について次に掲げる事項を定めるものとす

る。

一 道路特定事業を実施する道路の区間

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき道路特定事業の内容及び実施予定期間

三 その他道路特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

４ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、施設設置管理

者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。



５ 道路管理者は、道路特定事業計画において、道路法第二十条第一項に規定する他の工作物について実施し、

又は同法第二十三条第一項の規定に基づき実施する道路特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該

道路特定事業を実施する工作物又は施設の管理者と協議しなければならない。この場合において、当該道路

特定事業の費用の負担を当該工作物又は施設の管理者に求めるときは、当該道路特定事業計画に当該道路特

定事業の実施に要する費用の概算及び道路管理者と当該工作物又は施設の管理者との分担割合を定めるもの

とする。

６ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係

する市町村施設設置管理者及び公安委員会並びに前項に規定する工作物又は施設の管理者に送付しなければ

ならない。

７ 前三項の規定は、道路特定事業計画の変更について準用する。

（市町村による国道等に係る道路特定事業の実施）

第三十二条 第二十五条第五項の規定により基本構想において道路特定事業を実施する者として市町村（道路

法第十七条第一項の指定市を除く。以下この条及び第五十五条から第五十七条までにおいて同じ。）が定め

られたときは、前条第一項、同法第十二条ただし書及び第十五条並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三

項の規定にかかわらず、市町村は、単独で又は他の市町村若しくは道路管理者と共同して、国道又は都道府

県道に係る道路特定事業計画を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。

２ 前条第二項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項から

第六項までの規定中「道路管理者」とあるのは、「次条第一項の規定により道路特定事業を実施する市町村

（他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理

者）」と読み替えるものとする。

３ 市町村は、第一項の規定により国道に係る道路特定事業を実施しようとする場合においては、主務省令で

定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務省令で定める軽易

なものについては、この限りでない。

４ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に

関する工事の全部又は一部を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければな

らない。

５ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業を実施する場合においては、政令で定めるところにより、当

該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。

６ 市町村が第一項の規定により道路特定事業を実施する場合には、その実施に要する費用の負担並びにその

費用に関する国の補助及び交付金の交付については、都道府県が自ら当該道路特定事業を実施するものとみ

なす。

７ 前項の規定により国が当該都道府県に対し交付すべき負担金、補助金及び交付金は、市町村に交付するも

のとする。

８ 前項の場合には、市町村は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十

九号）の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。

（路外駐車場特定事業の実施）

第三十三条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する路外駐車場管理者等は、

単独で又は共同して、当該基本構想に即して路外駐車場特定事業を実施するための計画（以下この条におい

て「路外駐車場特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該路外駐車場特定事業を実施するも

のとする。

２ 路外駐車場特定事業計画においては、実施しようとする路外駐車場特定事業について次に掲げる事項を定

めるものとする。

一 路外駐車場特定事業を実施する特定路外駐車場

二 路外駐車場特定事業の内容及び実施予定期間

三 その他路外駐車場特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

３ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村

及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。

４ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び

施設設置管理者に送付しなければならない。

Ⅷ 条例及び関係法令

INTRODUCTION FOR MAINTENANCE OF BARRIER FREE
FACILITIES 8-61



INTRODUCTION FOR MAINTENANCE OF BARRIER FREE FACILITIES8-62

５ 前二項の規定は、路外駐車場特定事業計画の変更について準用する。

（都市公園特定事業の実施）

第三十四条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公園管理者等は、単独で

又は共同して、当該基本構想に即して都市公園特定事業を実施するための計画（以下この条において「都市

公園特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該都市公園特定事業を実施するものとする。た

だし、都市公園法第五条第一項の規定による許可を受けて公園施設（特定公園施設に限る。）を設け若しく

は管理し、又は設け若しくは管理しようとする者が都市公園特定事業計画を作成する場合にあっては、公園

管理者と共同して作成するものとする。

２ 都市公園特定事業計画においては、実施しようとする都市公園特定事業について次に掲げる事項を定める

ものとする。

一 都市公園特定事業を実施する都市公園

二 都市公園特定事業の内容及び実施予定期間

三 その他都市公園特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

３ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設

設置管理者の意見を聴かなければならない。

４ 公園管理者は、都市公園特定事業計画において、都市公園法第五条の十第一項に規定する他の工作物につ

いて実施する都市公園特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該他の工作物の管理者と協議しなけ

ればならない。この場合において、当該都市公園特定事業の費用の負担を当該他の工作物の管理者に求める

ときは、当該都市公園特定事業計画に当該都市公園特定事業の実施に要する費用の概算及び公園管理者と当

該他の工作物の管理者との分担割合を定めるものとする。

５ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、

関係する市町村及び施設設置管理者並びに前項に規定する他の工作物の管理者に送付しなければならない。

６ 前三項の規定は、都市公園特定事業計画の変更について準用する。

（建築物特定事業の実施）

第三十五条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する建築主等は、単独で又は

共同して、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画（以下この条において「建築物特定

事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を実施するものとする。

２ 建築物特定事業計画においては、実施しようとする建築物特定事業について次に掲げる事項を定めるもの

とする。

一 建築物特定事業を実施する特定建築物

二 建築物特定事業の内容

三 建築物特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法

四 その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

３ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管

理者の意見を聴かなければならない。

４ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者

に送付しなければならない。

５ 前二項の規定は、建築物特定事業計画の変更について準用する。

（交通安全特定事業の実施）

第三十六条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公安委員会は、単独で又

は共同して、当該基本構想に即して交通安全特定事業を実施するための計画（以下「交通安全特定事業計

画」という。）を作成し、これに基づき、当該交通安全特定事業を実施するものとする。

２ 前項の交通安全特定事業（第二条第三十一号イに掲げる事業に限る。）は、当該交通安全特定事業により

設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定

める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合するよう実施されなければならない。

３ 交通安全特定事業計画においては、実施しようとする交通安全特定事業について次に掲げる事項を定める

ものとする。



一 交通安全特定事業を実施する道路の区間

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間

三 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

４ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び道路管理

者の意見を聴かなければならない。

５ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関

係する市町村及び道路管理者に送付しなければならない。

６ 前二項の規定は、交通安全特定事業計画の変更について準用する。

（教育啓発特定事業の実施）

第三十六条の二 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する市町村等は、単独で又

は共同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための計画（以下この条において「教育啓発

特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該教育啓発特定事業を実施するものとする。

２ 教育啓発特定事業計画においては、実施しようとする教育啓発特定事業について次に掲げる事項を定めるも

のとする。

一 教育啓発特定事業の内容及び実施予定期間

二 その他教育啓発特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

３ 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管

理者（第二条第三十二号イに掲げる事業について定めようとする場合にあっては、関係する市町村、施設設置

管理者及び学校）の意見を聴かなければならない。

４ 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者

（第二条第三十二号イに掲げる事業について定めた場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学

校）に送付しなければならない。

５ 前二項の規定は、教育啓発特定事業計画の変更について準用する。

（生活関連施設又は一般交通用施設の整備等）

第三十七条 国及び地方公共団体は、基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の整備、土

地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。

２ 基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の管理者（国又は地方公共団体を除く。）は、

当該基本構想の達成に資するよう、その管理する施設について移動等円滑化のための事業の実施に努めなけれ

ばならない。

（基本構想に基づく事業の実施に係る命令等）

第三十八条 市町村は、第二十八条第一項の公共交通特定事業、第三十三条第一項の路外駐車場特定事業、第三

十四条第一項の都市公園特定事業（公園管理者が実施すべきものを除く。）又は第三十五条第一項の建築物特

定事業若しくは第三十六条の二第一項の教育啓発特定事業（いずれも国又は地方公共団体が実施すべきものを

除く。）（以下この条において「公共交通特定事業等」と総称する。）が実施されていないと認めるときは、当該公共交通

特定事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。

２ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣等（公共交通特定事

業又は教育啓発特定事業にあっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっては知事等、都市公園特定事業にあって

は公園管理者、建築物特定事業にあっては所管行政庁。以下この条において同じ。）に通知することができる。

３ 主務大臣等は、前項の規定による通知があった場合において、第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由

がなくて公共交通特定事業等を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、当該公共交通特定事業

等を実施すべきことを勧告することができる。

４ 主務大臣等は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合におい

て、当該勧告を受けた者の事業について移動等円滑化を阻害している事実があると認めるときは、第九条第三項、第

十二条第三項及び第十五条第一項の規定により違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る場合を除くほか、当該勧告を受けた者に対し、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。

Ⅷ 条例及び関係法令
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（土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例）

第三十九条 基本構想において定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第四項、第三条の

二又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画（基本構想において定められた重点整備地区の区域

内の宅地について定められたものに限る。）においては、重点整備地区の区域内の住民その他の者の共同の

福祉又は利便のために必要な生活関連施設又は一般交通用施設で国、地方公共団体、公共交通事業者等その

他政令で定める者が設置するもの（同法第二条第五項に規定する公共施設を除き、基本構想において第二十

五条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業の実施に関しその整備を考慮すべきものと定められ

たものに限る。）の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定める

ことができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の

区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができ

る権利を有する全ての者の同意を得なければならない。

２ 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定め

られた保留地について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条第四項若しくは第五項」とある

のは、「第三条第四項」と読み替えるものとする。

３ 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第

百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権

その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当

該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第百九条第二項の規定は、この場合につい

て準用する。

４ 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。

５ 第一項に規定する土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条、第百二十六条、第百二十七条

の二及び第百二十九条の規定の適用については、同項から第三項までの規定は、同法の規定とみなす。

（地方債についての配慮）

第四十条 地方公共団体が、基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債に

ついては、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をす

るものとする。

（市町村による情報の収集、整理及び提供等）

第四十条の二 第二十五条第十項において読み替えて準用する第二十四条の二第四項の規定により基本構想に

おいて市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市

町村は、当該基本構想に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うもの

とする。

２ 第二十四条の八の規定は、前項の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあった場合

について準用する。

第五章 移動等円滑化経路協定

（移動等円滑化経路協定の締結等）
第四十一条 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所
有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明
らかなものを除く。以下「借地権等」という。）を有する者（土地区画整理法第九十八条第一項（大都市地域
における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号。第四十五条第二項に
おいて「大都市住宅等供給法」という。）第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定によ
り仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。
以下「土地所有者等」と総称する。）は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のた
めの経路の整備又は管理に関する協定（以下「移動等円滑化経路協定」という。）を締結することができる。
ただし、当該土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、
当該土地に対応する従前の土地）の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合（当該借地権等が地
下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合
を除く。）においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。



２ 移動等円滑化経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域（以下「移動等円滑化経路協定区域」という。）及び経路の
位置
二 次に掲げる移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の経路における移動等円滑化に関する基準
ロ 前号の経路を構成する施設（エレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のために必要な設備を
含む。）の整備又は管理に関する事項
ハ その他移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項
三 移動等円滑化経路協定の有効期間
四 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置
３ 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。

（認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の縦覧等）
第四十二条 市町村長は、前条第三項の認可の申請があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公
告し、当該移動等円滑化経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
２ 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該移動等円滑化経路協
定について、市町村長に意見書を提出することができる。

（移動等円滑化経路協定の認可）
第四十三条 市町村長は、第四十一条第三項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可を
しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第四十一条第二項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。
２ 市町村長は、第四十一条第三項の認可をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、
当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定
区域である旨を当該移動等円滑化経路協定区域内に明示しなければならない。

（移動等円滑化経路協定の変更）
第四十四条 移動等円滑化経路協定区域内における土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者
を除く。）は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意
をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
２ 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

（移動等円滑化経路協定区域からの除外）
第四十五条 移動等円滑化経路協定区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指
定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者の
所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土
地（同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換
地として指定された土地）は、当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。
２ 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された
ものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土
地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項（大都市住
宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。）の規定により当該土地に対応する従前の土地の所
有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地
区画整理法第百三条第四項（大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。）の公告があった日
が終了した時において当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。
３ 前二項の規定により移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外された場合
においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係
る土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。）は、遅滞なく、その旨を市町村長に
届け出なければならない。
４ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定に
より移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外されたことを知った場合につ
いて準用する。

（移動等円滑化経路協定の効力）
第四十六条 第四十三条第二項（第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定による認可の公告の
あった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等
となった者（当該移動等円滑化経路協定について第四十一条第一項又は第四十四条第一項の規定による合意をし
なかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等円滑化経路協定に加わる手続等）
第四十七条 移動等円滑化経路協定区域内の土地の所有者（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地
として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者）で当該移動等円滑化経路協定の効
力が及ばないものは、第四十三条第二項（第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定による認可
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の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該移動等円滑化経路
協定に加わることができる。
２ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
３ 移動等円滑化経路協定は、第一項の規定により当該移動等円滑化経路協定に加わった者がその時において所有
し、又は借地権等を有していた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規
定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）について、前項において準
用する第四十三条第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者（前条の規定の適用があ
る者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（移動等円滑化経路協定の廃止）
第四十八条 移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除
く。）は、第四十一条第三項又は第四十四条第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協定を廃止しようとする場
合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
２ 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

（土地の共有者等の取扱い）
第四十九条 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十一条第一項、第四十四条第一項、第四十七条
第一項及び前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。

（一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定）
第五十条 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しな
いものの所有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域
を移動等円滑化経路協定区域とする移動等円滑化経路協定を定めることができる。
２ 市町村長は、前項の認可の申請が第四十三条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該移動等円滑化経路協
定が移動等円滑化のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
３ 第四十三条第二項の規定は、第一項の認可について準用する。
４ 第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該移動等円滑化経
路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第四十三条第二項の規定による認可
の公告のあった移動等円滑化経路協定と同一の効力を有する移動等円滑化経路協定となる。

（借主の地位）
第五十一条 移動等円滑化経路協定に定める事項が建築物その他の工作物の借主の権限に係る場合においては、そ
の移動等円滑化経路協定については、当該建築物その他の工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章の規
定を適用する。

第五章の二 移動等円滑化施設協定

第五十一条の二 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その全員の合意に
より、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる案内所その他の当該土地の区域における移動等円滑化に
資する施設（移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成するものを除き、高齢者、障害者等の利用に供しな
い施設であって移動等円滑化のための事業の実施に伴い移転が必要となるものを含む。次項において同じ。）の
整備又は管理に関する協定（以下この条において「移動等円滑化施設協定」という。）を締結することができる。
ただし、当該土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当
該土地に対応する従前の土地）の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合（当該借地権等が地下又
は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除
く。）においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
２ 移動等円滑化施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 移動等円滑化施設協定の目的となる土地の区域及び施設の位置
二 次に掲げる移動等円滑化に資する施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の施設の移動等円滑化に関する基準
ロ 前号の施設の整備又は管理に関する事項
三 移動等円滑化施設協定の有効期間
四 移動等円滑化施設協定に違反した場合の措置
３ 前章（第四十一条第一項及び第二項を除く。）の規定は、移動等円滑化施設協定について準用する。この場合
において、第四十三条第一項第三号中「第四十一条第二項各号」とあるのは「第五十一条の二第二項各号」と、
同条第二項中「、移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「、第五十一条の二第二項第一号の区域（以下この章
において「移動等円滑化施設協定区域」という。）」と、「移動等円滑化経路協定区域内」とあるのは「移動等
円滑化施設協定区域内」と、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四
十八条第一項並びに第五十条第一項及び第四項中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設
協定区域」と、第四十六条及び第四十九条中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み
替えるものとする。
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第六章 雑則

（国の援助）
第五十二条 国は、地方公共団体が移動等円滑化の促進に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公
共団体に対し、助言、指導その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

（資金の確保等）
第五十二条の二 国は、移動等円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければ
ならない。
２ 国は、移動等円滑化に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

（情報提供の確保）
第五十二条の三 国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保に努めなければならない。
２ 国は、前項の情報提供の確保を行うに当たっては、生活の本拠の周辺地域以外の場所における移動等円滑化が
高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保する上で重要な役割を果たすことに鑑み、これらの者
による観光施設その他の施設の円滑な利用のために必要と認める用具の備付けその他のこれらの施設における移
動等円滑化に関する措置に係る情報が適切に提供されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

（移動等円滑化の進展の状況に関する評価）
第五十二条の四 国は、移動等円滑化を促進するため、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公共団体、施設
設置管理者その他の関係者で構成する会議を設け、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握し、及び評価す
るよう努めなければならない。

（報告及び立入検査）
第五十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところにより、公共交通事業
者等に対し、移動等円滑化のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公共交通事業者等の事務所その他
の事業場若しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは
関係者に質問させることができる。
２ 知事等は、この法律の施行に必要な限度において、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車場の路外駐車場
移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定路外駐車場若しくはその業務
に関係のある場所に立ち入り、特定路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査させ、若しくは関係者に質問させ
ることができる。
３ 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、特定建
築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定建築物若しくは
その工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる
ことができる。
４ 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況について報告をさせること
ができる。
５ 所管行政庁は、認定協定建築主等に対し、第二十二条の二第四項の認定を受けた計画（同条第五項において準
用する第十八条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に係る協定建築物の建築等
又は維持保全の状況について報告をさせることができる。
６ 第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が
あったときは、これを提示しなければならない。
７ 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。

（主務大臣等）
第五十四条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項については国
土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣とする。
２ 第九条、第九条の二第一項、第九条の三から第九条の五まで、第九条の七、第二十二条の二第一項及び第二項
（これらの規定を同条第五項において読み替えて準用する第十八条第二項において準用する場合を含む。）、第
二十四条、第二十四条の六第四項及び第五項、第二十九条第一項、第二項（同条第四項において準用する場合を
含む。）、第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに次条における主務大臣
は国土交通大臣とし、第二十四条の二第七項及び第八項（これらの規定を同条第十項並びに第二十五条第十項及
び第十一項において準用する場合を含む。）における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び
文部科学大臣とする。
３ この法律における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、第三十条における主務省令は、総務省令とし、
第三十六条第二項における主務省令は、国家公安委員会規則とする。

４ この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任するこ
とができる。

（不服申立て）
第五十五条 市町村が第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町
村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。

Ⅷ 条例及び関係法令
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（事務の区分）
第五十六条 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務（費用の負担及び徴収
に関するものを除く。）は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号
法定受託事務とする。

（道路法の適用）
第五十七条 第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定
の適用については、道路管理者とみなす。

（経過措置）
第五十八条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴
い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めること
ができる。

第七章 罰則

第五十九条 第九条第三項、第十二条第三項又は第十五条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下
の罰金に処する。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十八条第四項の規定による命令に違反した者
三 第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の四の規定による提出をしなかった者
二 第九条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条第二項の規定に違反して、表示を付した者
二 第二十四条の六第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文
又は第二項に規定する行為をした者
三 第五十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十三条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
二 第五十三条第四項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第五十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑
を科する。
第六十五条 第九条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。
第六十六条 第二十四条の八第一項（第四十条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による情報の提
供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附 則 抄

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律及び高齢者、身体障害者等の公
共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止）
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（平成六年法律第四十四
号）
二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成十二年法律第六十
八号）

（道路管理者、路外駐車場管理者等及び公園管理者等の基準適合義務に関する経過措置）
第三条 この法律の施行の際現に工事中の特定道路の新設又は改築、特定路外駐車場の設置及び特定公園施設の新
設、増設又は改築については、それぞれ第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第一項の規定は、適用しな
い。
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（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置）
第四条 附則第二条第一号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促
進に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律（これに
基づく命令を含む。）中の相当規定によりしたものとみなす。
２ この法律の施行の際現に工事中の特別特定建築物の建築又は修繕若しくは模様替については、第十四条第一項
から第三項までの規定は適用せず、なお従前の例による。
３ この法律の施行の際現に存する特別特定建築物で、政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更をす
るものについては、第十四条第一項の規定は適用せず、なお従前の例による。
４ 第十五条の規定は、この法律の施行後（第二項に規定する特別特定建築物については、同項に規定する工事が
完了した後）に建築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この項において同じ。）をした
特別特定建築物について適用し、この法律の施行前に建築をした特別特定建築物については、なお従前の例によ
る。

（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置）
第五条 附則第二条第二号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の
促進に関する法律（以下この条において「旧移動円滑化法」という。）第六条第一項の規定により作成された基
本構想、旧移動円滑化法第七条第一項の規定により作成された公共交通特定事業計画、旧移動円滑化法第十条第
一項の規定により作成された道路特定事業計画及び旧移動円滑化法第十一条第一項の規定により作成された交通
安全特定事業計画は、それぞれ第二十五条第一項の規定により作成された基本構想、第二十八条第一項の規定に
より作成された公共交通特定事業計画、第三十一条第一項の規定により作成された道路特定事業計画及び第三十
六条第一項の規定により作成された交通安全特定事業計画とみなす。
２ 旧移動円滑化法（これに基づく命令を含む。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律（これ
に基づく命令を含む。）中の相当規定によりしたものとみなす。

（罰則に関する経過措置）
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（検討）
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

Ⅷ 条例及び関係法令
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政令第３７９号

内閣は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二条第六号、
第九号、第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十号ただし書、第九条第一項及び第二項、第十四条第一項、
第十九条、第三十二条第五項、第三十九条第一項及び第三項、第五十三条第三項並びに附則第四条第三項の規定に
基づき、この政令を制定する。

（特定旅客施設の要件）
第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第七号の政令で定
める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数（当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、
当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み）が五千人以上であること。
二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数（当該旅客施設が
新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み）が前号の要
件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。
イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣
府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域にお
ける人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定し
た前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。
ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣
府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障害者の人数が、全国の区域にお
ける人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定し
た前号の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数以上であること。

三 前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設の利
用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客施設について移動等円滑
化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。

（特定道路）
第二条 法第二条第十号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法（昭和二十七年法律第百八十号）
による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及
び区間を指定したものとする。

（特定公園施設）
第三条 法第二条第十五号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの（法令又は条例の定める現
状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化
基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。）とする。
一 都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設
（以下この号において「屋根付広場等」という。）との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等
（当該駐車場を除く。）との間の経路を構成する園路及び広場
二 屋根付広場
三 休憩所
四 野外劇場
五 野外音楽堂
六 駐車場
七 便所
八 水飲場
九 手洗場
十 管理事務所
十一 掲示板
十二 標識

（特定建築物）
第四条 法第二条第十八号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一
号）第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百四十三条第一項又
は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物
を除く。）とする。
一 学校
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
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五 展示場
六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 事務所
九 共同住宅、寄宿舎又は下宿
十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十三 博物館、美術館又は図書館
十四 公衆浴場
十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
十八 工場
十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供する
もの
二十 自動車の停留又は駐車のための施設
二十一 公衆便所
二十二 公共用歩廊

（特別特定建築物）
第五条 法第二条第十九号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
一 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校（前期課程に係るものに限る。）で公立のもの（第
二十四条及び第二十六条第三項第一号において「公立小学校等」という。）又は特別支援学校
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するものに限
る。）
十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、水泳場（一般公共の用に供されるものに限る。）若
しくはボーリング場又は遊技場
十二 博物館、美術館又は図書館
十三 公衆浴場
十四 飲食店
十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供する
もの
十七 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供されるものに限る。）
十八 公衆便所
十九 公共用歩廊

（建築物特定施設）
第六条 法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 出入口
二 廊下その他これに類するもの（以下「廊下等」という。）
三 階段（その踊場を含む。以下同じ。）
四 傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。）
五 エレベーターその他の昇降機
六 便所
七 劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂（第十五条において「劇場等」とい
う。）の客席
八 ホテル又は旅館の客室
九 敷地内の通路
十 駐車場
十一 その他国土交通省令で定める施設

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物）
第七条 法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の二第一項又は第二項の
規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三
百三十八号）第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物（その新築、改築、増築、移転又は用途の変
更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除

Ⅷ 条例及び関係法令
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く。）以外の建築物とする。
２ 法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規
定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物
にあっては、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号
に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。）とする。
一 延べ面積（建築基準法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第二十七条において同じ。）が一万
平方メートルを超える建築物
二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条（同法第八十七条第二項及
び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場
に係る部分に限る。）の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知
事の許可を必要とする建築物

（基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等）
第八条 法第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第八条第一項、第九条第一項（同法第十二条第四項において
準用する場合を含む。）、第十条第一項、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項及び第二項並び
に全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）第九条第一項
二 軌道法（大正十年法律第七十六号）第五条第一項及び第十条
三 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第三条及び第十一条第一項

２ 法第九条第二項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一 鉄道事業法第九条第三項（同法第十二条第四項において準用する場合を含む。）及び第十二条第二項
二 軌道法施行令（昭和二十八年政令第二百五十八号）第六条第二項及び軌道法に規定する国土交通大臣の権
限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令（昭和二十八年政令第二百五十七号）第一条第十
項
三 自動車ターミナル法第十一条第三項

（基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模）
第九条 法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積（増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、
当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第二項において同じ。）の合計二千平方メー
トル（第五条第十八号に掲げる公衆便所（次条第二項において「公衆便所」という。）にあっては、五十平方
メートル）とする。

（建築物移動等円滑化基準）
第十条 法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準（次項に規定する特別特
定建築物に係るものを除く。）は、次条から第二十五条までに定めるところによる。
２ 法第十四条第三項の規定により地方公共団体が条例で同条第一項の建築の規模を床面積の合計五百平方メー
トル未満で定めた場合における床面積の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る特別特定建築物（公衆
便所を除き、同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。第二十六条において「条例対象小規模特別特定建
築物」という。）についての法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、
第二十条及び第二十六条に定めるところによる。

（廊下等）
第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるもの
でなければならない。
一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
二 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接する廊下等の部分
（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に
対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等（床面に敷設されるブロックその他これに
類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差
が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。）を敷設すること。ただし、視覚障害者の
利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

（階段）
第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるもので
なければならない。
一 踊場を除き、手すりを設けること。
二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別でき
るものとすること。
四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
五 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が
利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し
警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国
土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難
であるときは、この限りでない。



（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路）
第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路（階段に代わり、又
はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げるものでなければならない。
一 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設ける
こと。
二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるもの
とすること。
四 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が
利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただ
し、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

（便所）
第十四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該
便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階
（当該階においてこれらの者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通
大臣が定める階を除く。）の階数に相当する数（床面積が一万平方メートルを超える階がある場合にあっては、
当該数に当該階の床面積に応じて国土交通大臣が定める数を加えた数）以上設けるものでなければならない。
２ 前項の規定により便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上（当該階の床面積が一万平方メートル
を超える場合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数以上）に、車椅子使用者用便房（車椅
子を使用している者（以下「車椅子使用者」という。）が円滑に利用することができるものとして国土交通大
臣が定める構造の便房をいう。以下同じ。）を一以上（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を
設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この項において同じ。）設けなければならない。ただし、当該
階が直接地上へ通ずる出入口のある階（第十九条第一項第一号及び第二項第五号イにおいて「地上階」とい
う。）であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にあ
る場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定め
る場合は、この限りでない。
３ 前項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利
用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上（当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合
にあっては、それぞれ一以上）設けなければならない。
４ 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所であって男子用小便器を設けるもののうち一以
上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。）その
他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

（劇場等の客席）
第十五条 劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用
部分（車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交
通大臣が定める基準に適合する場所をいう。第十九条第一項第一号において同じ。）を設けなければならない。
一 当該客席に設ける座席の数が四百以下の場合 二
二 当該客席に設ける座席の数が四百を超える場合 当該座席の数に二百分の一を乗じて得た数（その数に一
未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）

（ホテル又は旅館の客室）
第十六条 ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる客室（以下
「車椅子使用者用客室」という。）を客室の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があると
きは、その端数を切り上げた数）以上設けなければならない。
２ 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。
一 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用
する便所（車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。）が一以上（男子用及び女子用の区別があるとき
は、それぞれ一以上）設けられている場合は、この限りでない。
イ 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。
ロ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。
（１） 幅は、八十センチメートル以上とすること。
（２） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構

造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
二 浴室又はシャワー室（以下この号において「浴室等」という。）は、次に掲げるものであること。ただし、
当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等（次に掲げるものに限る。）が一
以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合は、この限りでない。
イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。
ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであること。

（敷地内の通路）
第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げる
ものでなければならない。
一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
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二 段がある部分は、次に掲げるものであること。
イ 手すりを設けること。
ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別で
きるものとすること。
ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
三 傾斜路は、次に掲げるものであること。
イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える
傾斜がある部分には、手すりを設けること。
ロ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるも
のとすること。

（駐車場）
第十八条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設（車椅子使用者が円滑に利用する
ことができる駐車施設をいう。以下同じ。）を設けなければならない。ただし、当該駐車場が昇降機その他の
機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動
車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支
障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
一 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐
車施設の総数。以下この号及び次号において同じ。）が二百以下の場合 当該駐車施設の数に百分の二を乗
じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）
二 当該駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数（そ
の数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に二を加えた数

２ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二 次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

（移動等円滑化経路）
第十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める経路のうち一以上（第四号に掲げる場合にあっては、
その全て）を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下この条及び第二十六条第一項において「移動
等円滑化経路」という。）にしなければならない。
一 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室（以下「利用
居室」という。）を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）から当該利用居
室までの経路（当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子
使用者用部分との間の経路（以下この項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。）を含
み、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては当該地上階とその直上
階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。）
二 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下同
じ。）を設ける場合 利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同
じ。）から当該車椅子使用者用便房までの経路（当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合に
あっては、車椅子使用者用経路を含む。）
三 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室
までの経路（当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含
む。）
四 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等
までの経路（当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。）

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
一 当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降
機を併設する場合は、この限りでない。
二 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造
とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

三 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造
とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、第十
三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十
センチメートル以上とすること。
ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八
分の一を超えないこと。
ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が
百五十センチメートル以上の踊場を設けること。



五 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター（次号に規定するものを除く。以下この号において同
じ。）及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
イ 籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。）は、利用居室、車椅子使用者用便房又
は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。
ロ 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
ハ 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。
ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。
ホ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
ヘ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。
ト 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。
チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。）の移
動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に
掲げるものであること。
（１） 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。
（２） 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。
リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっ
ては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障
がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
（１） 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設

けること。
（２） 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制

御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）は、点字その他国土交通
大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

（３） 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
六 当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の
昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。
七 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第十七条の規定によるほか、次に掲げるものであるこ
と。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造と
し、かつ、その前後に高低差がないこと。
ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。
（１） 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十

センチメートル以上とすること。
（２） 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、

八分の一を超えないこと。
（３） 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾配が二十分の一を超えるものに限る。）にあって

は、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
３ 第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困
難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地（以
下「道等」という。）」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

（標識）
第二十条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交
通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを
表示する標識を設けなければならない。

（案内設備）
第二十一条 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベー
ターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただ
し、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
２ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他
の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けな
ければならない。
３ 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。

（案内設備までの経路）
第二十二条 道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの経路（不特定かつ
多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）は、そのうち一以上を、視覚障害者が
円滑に利用できる経路（以下この条において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。）にしなければならな
い。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
２ 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

一 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等（床面に敷設さ
れるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色
の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。）及び点状ブロック等を適

Ⅷ 条例及び関係法令
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適切に組合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、
進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。
二 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警
告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。
イ 車路に近接する部分
ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分（視覚障害者の利用上支障がないものとして国
土交通大臣が定める部分を除く。）

（増築等に関する適用範囲）
第二十三条 建築物の増築又は改築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増
築等」という。）をする場合には、第十一条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分（第二号、第四
号又は第六号の経路が二以上ある場合にあっては、いずれか一の経路に係る部分）に限り、適用する。
一 当該増築等に係る部分
二 道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの経路（当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場
合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターそ
の他の昇降機及び敷地内の通路
三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
四 第一号に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）から車椅子
使用者用便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの経路（当該利用居室が第十五条の劇場
等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、
エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
六 車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から第一号に掲げる部分にあ
る利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）までの経路（当該利用居室が第十五条
の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、
傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

（公立小学校等に関する読替え）
第二十四条 公立小学校等についての第十一条から第十三条まで、第十四条第一項、第十七条、第十八条第一項、
第十九条第一項及び前条の規定（次条において「読替え対象規定」という。）の適用については、これらの規
定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利
用する」と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「第五条第一号に規定する公立小学校等」とする。

（条例で定める特定建築物に関する読替え）
第二十五条 法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における
読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、
障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、第二十三条中「特別特定建築物」とあるのは
「法第十四条第三項の条例で定める特定建築物」とする。

（条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準）
第二十六条 条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路については、第十九条の規定を準用する。この
場合において、同条第一項中「次の各号に」とあるのは「第一号又は第四号に」と、同項第一号中「経路（当
該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の
経路（以下この項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。）を含み、」とあるのは「経路
（」と、同条第二項第三号中「第十一条の規定によるほか、」とあるのは「第十一条各号及び」と、同号イ及
び第七号イ中「百二十センチメートル」とあり、同項第四号イ中「階段に代わるものにあっては百二十センチ
メートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあり、並びに同項第七号ニ（１）中
「段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル」
とあるのは「九十センチメートル」と、同項第四号中「第十三条の規定によるほか、」とあるのは「第十三条
各号及び」と、同項第七号中「第十七条の規定によるほか、」とあるのは「第十七条各号及び」と読み替える
ものとする。
２ 建築物の増築又は改築（用途の変更をして条例対象小規模特別特定建築物にすることを含む。以下この項に
おいて「増築等」という。）をする場合には、第二十条及び前項の規定は、当該増築等に係る部分（当該部分
に道等に接する出入口がある場合に限る。）に限り、適用する。
３ 条例対象小規模特別特定建築物のうち次に掲げるものについての第一項において読み替えて準用する第十九
条の規定の適用については、同条第一項第一号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害
者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。
一 公立小学校等
二 法第十四条第三項の条例で定める特定建築物

（認定特定建築物等の容積率の特例）
第二十七条 法第十九条（法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。）の政令で定める床面積は、
認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施
設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を
超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。



（移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為）
第二十八条 法第二十四条の六第一項の政令で定める行為は、次に掲げるもの（法第二十八条第一項の公共交通
特定事業又は法第三十一条第一項の道路特定事業の施行として行うものを除く。）とする。
一 生活関連施設である旅客施設（以下この条において「生活関連旅客施設」という。）の建設又は改良で
あって、当該生活関連旅客施設における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で当該生活関連旅
客施設に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適するものとして国土交通省令で
定める経路を構成する出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を伴うもの
イ 他の生活関連旅客施設
ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設（移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交
通省令で定めるものに限る。）

二 生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接するものの
高齢者、障害者等による円滑な利用を確保する
ため必要があると認めて市町村が国土交通省令で定めるところにより指定する部分の新設、改築又は修繕
イ 生活関連旅客施設
ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設（移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交
通省令で定めるものに限る。）

（道路管理者の権限の代行）
第二十九条 法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限（第四項において「市町
村が代行する権限」という。）は、道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第四条第一項第四号、
第二十号、第二十一号（道路法第四十六条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定による通行の禁止又は
制限に係る部分に限る。第三項において同じ。）、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第
四十七号（道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。）に掲げるもの
のうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
２ 市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
３ 市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十号又は
第二十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
４ 市町村が代行する権限は、法第三十二条第四項の規定に基づき公示された工事の開始の日から同項の規定に
基づき公示された当該工事の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第
四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。

（保留地において生活関連施設等を設置する者）
第三十条 法第三十九条第一項の政令で定める者は、国（国の全額出資に係る法人を含む。）又は地方公共団体
が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

（生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準）
第三十一条 法第三十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地
区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九
号）第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永
小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価
額に乗じて得た額とする。

（報告及び立入検査）
第三十二条 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第十四条第一項の政令で定める規模（同条第
三項の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項において同じ。）以上の特別特
定建築物（同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。）の建築（用途の変更を
して特別特定建築物にすることを含む。）若しくは維持保全をする建築主等に対し、当該特別特定建築物につ
き、当該特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準（同条第三項の条例で付加した事項を含む。次項において
同じ。）への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、同条第一項の政令で定める規模以上の特
別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建
築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
２ 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第三十五条第一項の規定に基づき建築物特定事業を実
施すべき建築主等に対し、当該建築物特定事業が実施されるべき特定建築物につき、当該特定建築物の建築物
移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定建築物若しくはその工
事現場に立ち入り、当該特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関
係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
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附 則 抄

（施行期日）
第一条 この政令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令及び高齢者、身体障
害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令の廃止）
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令（平成六年政令第
三百十一号）
二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令（平成十二年政
令第四百四十三号）

（高齢者 身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の廃止に伴う経過措
置）
第三条 この政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五条第十九号、第九条、第十四条、

第十五条、第十八条第一項第四号及び第十九条から第二十一条までの規定は適用せず、なお従前の例による。

（類似の用途）
第四条 法附則第四条第三項の政令で指定する類似の用途は、当該特別特定建築物が次の各号のいずれかに掲げ
る用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。
一 病院又は診療所（患者の収容施設があるものに限る。）
二 劇場、映画館又は演芸場
三 集会場又は公会堂
四 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
五 ホテル又は旅館
六 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するものに限
る。）
七 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
八 博物館、美術館又は図書館
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

国土交通省令第１１０号

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）及び高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成十八年政令第三百七十九号）の規定に基づき、並びに同

法を実施するため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

平成十八年十二月十五日

国土交通大臣 冬柴 鐵三

（法第二条第四号の主務省令で定める施設又は設備）
第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第四号の主務省
令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。
一 次に掲げる便所又は便房であって、移動等円滑化の措置がとられたもの
イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便所又は便房
ロ 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便所又は便房
二 次に掲げる駐車施設又は停車施設であって、移動等円滑化の措置がとられたもの
イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設
ロ 車椅子使用者が円滑に利用することができる停車施設
三 次に掲げるエレベーター
イ 移動等円滑化された経路（移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客
施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令（平成十八年国土交通省令第百十
一号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。）第四条第一項に規定する移動等円滑化された経
路をいう。以下同じ。）又は乗継ぎ経路（同条第十一項に規定する乗継ぎ経路をいう。）を構成するエレ
ベーター
ロ 移動等円滑化された通路（移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用し
た役務の提供の方法に関する基準を定める省令（平成十八年国土交通省令第百十六号。ハにおいて「道路
移動等円滑化基準省令」という。）第三十三条第二項に規定する移動等円滑化された通路をいう。）に設
けられるエレベーター
ハ 旅客施設又は旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客施設又は旅客特定車両停留施設と一体
的に利用される他の施設のエレベーター（公共交通移動等円滑化基準省令第四条第三項前段又は道路移動
等円滑化基準省令第三十三条第三項前段の規定が適用される場合に限る。）

四 次に掲げる車椅子スペース（公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第五号に規定する車椅子スペー
スをいう。以下この号において同じ。）
イ 鉄道車両（公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十一号に規定する鉄道車両をいう。以下同
じ。）又は軌道車両（同項第十二号に規定する軌道車両をいう。以下同じ。）の客室に設けられた車椅子
スペース
ロ 乗合バス車両（公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十三号に規定する乗合バス車両をいう。
以下同じ。）又は貸切バス車両（同項第十三号の二に規定する貸切バス車両をいう。以下同じ。）に設け
られた車椅子スペース
ハ 船舶（公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十五号に規定する船舶をいう。以下同じ。）に設
けられた車椅子スペース

五 次に掲げる優先席（主として高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この
号において同じ。）又は基準適合客席（公共交通移動等円滑化基準省令第五十一条第一項に規定する基準適
合客席をいう。ニにおいて同じ。）
イ 旅客施設又は旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備に設けられた優先席
ロ 鉄道車両又は軌道車両の客室に設けられた優先席
ハ 乗合バス車両に設けられた優先席
ニ 船舶に設けられた基準適合客席

（法第二条第八号の主務省令で定める自動車）
第一条の二 法第二条第八号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑
に車内に乗り込むことが可能なものとする。

（特定公園施設）
第二条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（以下「令」という。）第三条の国土交
通省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保
護法（昭和二十五年法律第二百十四号）、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一
年法律第一号）、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）その他の法令又は条例の規定の適用があるもの
二 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの
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三 自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要があ
る場所に設けるもの

２ 令第三条第一号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養
施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。

（建築物特定施設）
第三条 令第六条第十一号の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室（以下「浴室等」という。）とす
る。

（旅客施設の大規模な改良）
第四条 法第八条第一項の主務省令で定める旅客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分に応じ、それ
ぞれ次に定める改良とする。
一 法第二条第六号イ及びロに掲げる施設 全ての本線の高架式構造又は地下式構造への変更に伴う旅客施設の
改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良
二 法第二条第六号ハからホまでに掲げる施設 旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構造の変更で
あって、当該変更に係る部分の敷地面積（建築物に該当する部分にあっては、床面積）の合計が当該施設の
延べ面積の二分の一以上であるもの

（旅客施設の建設又は大規模な改良の届出）
第五条 法第九条第二項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設
又は大規模な改良の工事の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出
しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該旅客施設の法第二条第六号イからホまでに掲げる施設の区分
三 当該旅客施設の名称及び位置
四 工事計画
五 工事着手予定時期及び工事完成予定時期

２ 前項の届出書には、当該旅客施設が法第八条第一項の公共交通移動等円滑化基準に適合することとなることを
示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。

（変更の届出）
第六条 法第九条第二項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日
の三十日前までに（工事を要しない場合にあっては、あらかじめ）、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交
通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該旅客施設の名称及び位置
三 変更しようとする事項（新旧の書類又は図面を明示すること。）
四 変更を必要とする理由

２ 前項の届出書には、前条第二項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるもので
あって、その変更後のものを添付しなければならない。

（法第九条の四の主務省令で定める要件）
第六条の二 法第九条の四の主務省令で定める要件は、当該年度の前々年度までの過去三年度における公共交通事
業者等の一年度当たりの輸送人員の平均及び当該公共交通事業者等が設置又は管理する旅客施設の一日当たりの
平均的な利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が定めるものとする。

（移動等円滑化取組計画書）
第六条の三 公共交通事業者等（前条の要件に該当する者に限る。）は、毎年六月三十日までに、次の表の上欄に
掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大
臣が定める様式による移動等円滑化取組計画書を提出しなければならない。

当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長

一 法第二条第五号イからニまでに掲げる者

当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄

する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）

二 法第二条第五号ホに掲げる者

国土交通大臣三 法第二条第五号ヘに掲げる者（特定本邦航空運送事業者
（航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第 五十六号）第
二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者
をいう。以下同じ。）に限る。）

当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄

する地方航空局長

四 法第二条第五号ヘに掲げる者（前号に掲げる者を除
く。）又は同号トに掲げる者のうち同条第六号ホ に掲げる
施設を設置し、又は管理するもの



（移動等円滑化取組報告書）
第六条の四 前条の移動等円滑化取組計画書を提出した公共交通事業者等は、当該計画を提出した年度の翌年度の
六月三十日までに、前条の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣
又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組報告書を提出しなければならない。

（法第九条の五の主務省令で定める事項）
第六条の五 法第九条の五の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 前年度における移動等円滑化の達成状況
二 第六条の二の要件に関する事項

（公表）
第六条の六 公共交通事業者等は、法第九条の四の規定による提出又は法第九条の五の規定による報告をしたとき
は、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

（法第九条の六の主務省令で定める情報）
第六条の七 法第九条の六の主務省令で定める移動等円滑化に関する情報は、前年度における移動等円滑化の達成
状況とする。

（特定路外駐車場の設置等の届出）
第七条 法第十二条第一項本文の規定による届出は、第一号様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、
これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面を
もって足りる。
一 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図
二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図
イ 特定路外駐車場の区域
ロ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設（移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関す
る基準を定める省令（平成十八年国土交通省令第百十二号）第二条第一項に規定する路外駐車場車椅子使用
者用駐車施設をいう。次項において同じ。）、路外駐車場移動等円滑化経路（同令第三条第一項に規定する
路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において同じ。）その他の主要な施設

２ 法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める書面は、第二号様式により作成した届出書及び路外駐車場車椅
子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺二百分の一以上の平面図
とする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請）
第八条 法第十七条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、
それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄

する地方整備局長又は北海道開発局長

五 法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ニに掲げ
る施設を設置し、又は管理するもの

明 示 す べ き 事 項図 書 の 種 類

方位、道路及び目標となる地物付近見取図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、協定建

築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他

の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅（当該通路が段又は傾斜路若し

くはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、敷

地内の通路に設けられる手すり並びに点状ブロック等及び線状ブロック等の

位置並びに案内設備の位置

配置図

縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、協定建築物の出入口及び各室

の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位

置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢

者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、

幅及び形状（当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅

を含む。）、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路

の位置及び幅（当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及

び幅を含む。）、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、

エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、水

各階平面図
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２ 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項の表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これ

を省略させることができる。

（法第二十二条の二第二項の主務省令で定める協定建築物特定施設等維持保全基準）

第十二条の四 法第二十二条の二第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 隣接する移動等円滑化困難旅客施設が、協定建築物特定施設等（協定建築物特定施設及び特定経路施設を

いう。以下同じ。）と一体的に利用に供することにより公共交通移動等円滑化基準に適合することが移動等

円滑化経路協定において定める法第四十一条第二項第二号イに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定におい

て定める法第五十一条の二第二項第二号イに掲げる事項として定められ、かつ、公共交通移動等円滑化基準

に適合すること。

二 移動等円滑化経路協定において定める法第四十一条第二項第二号ロに掲げる事項又は移動等円滑化施設協

定において定める法第五十一条の二第二項第二号ロに掲げる事項として、協定建築物特定施設等が隣接する

移動等円滑化困難旅客施設の営業時間内において当該協定建築物特定施設等が常時利用できる旨が定められ

ていること。

（協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請等）

第十二条の五 法第二十二条の二第二項の規定により認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申

請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 令第六条各号に掲げる建築物特定施設の区分及び特定経路施設にあっては、道路、駅前広場、通路その他

の一般交通の用に供する施設の別

三 当該協定建築物特定施設等の名称及び位置

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 法第四十三条第一項（法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。）の認可を受けた協定の写

し及びその認可を証する書類

二 当該協定建築物特定施設等の構造及び設備に関する書類及び図面

３ 国土交通大臣は、法第二十二条の二第二項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するもの

とする。

（協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項）

第十二条の六 法第二十二条の二第三項第五号の主務省令で定める事項は、協定建築物の建築等の事業の実施時

期とする。

（認定通知書の様式）

第十二条の七 所管行政庁は、法第二十二条の二第四項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知す

るものとする。

洗器具を設けた便房のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器（受

け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。）その他これらに

類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置並びに案内設備の

位置
縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法階段又は段縦断面図

縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅傾斜路

縮尺並びに籠、昇降路及び乗降ロビーの構造（籠内に設けられる籠の停止

する予定の階を表示する装置、籠の現在位置を表示する装置及び乗降ロ

ビーに設けられる到着する籠の昇降方向を表示する装置の位置並びに籠内

及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。）

エレベーターそ

の他の昇降機

構造詳細図

縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房及び水

洗器具を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け

口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類

する小便器の構造

便所
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２ 前項の通知は、第五号の五様式による通知書に第十二条の三第一項の申請書の副本及びその添付図書を添え

て行うものとする。

（法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更）

第十二条の八 法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、

協定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とす

る。

（法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準）

第十三条 法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。

一 専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該エ

レベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。

二 当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり

（当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。）が不燃材料で造られたものであること。

（法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準）

第十四条 法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。

一 エレベーターの籠内及び乗降ロビーには、それぞれ、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設け

ること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装

置の利用を停止することができる構造とすること。

二 エレベーターは、当該エレベーターの籠及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし

戸を設ける等により乗降ロビーから籠内の車椅子使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、籠内と常時特

定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。

（令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路）

第十四条の二 令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化された経路（同号に規定する

生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。）とする。

（令第二十八条第一号ロ及び第二号ロの国土交通省令で定める一般交通用施設）

第十四条の三 令第二十八条第一号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、次の

各号に掲げる施設とする。

一 生活関連経路を構成する道路法（昭和二十七年法律第百八十号）による道路

二 前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、令第二十八条第一号

に規定する生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又は

とられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するもの

２ 令第二十八条第二号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号の生活関連

経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設（道路法

による道路を除く。）のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町

村が移動等円滑化促進方針において指定するものとする。

（令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定）

第十四条の四 令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口又は同号ロ

に掲げる施設の出入口その他の通行の用に供する部分に接する部分であって、生活関連旅客施設を利用する高

齢者、障害者等が通常利用する部分について、移動等円滑化促進方針において行わなければならない。

（行為の届出）

第十四条の五 法第二十四条の六第一項の規定による届出は、第五号の二様式により作成した届出書に次に掲げ

る行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものとする。

一 令第二十八条第一号に掲げる行為 行為の内容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面

二 令第二十八条第二号に掲げる行為 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
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第十四条の六 法第二十四条の六第一項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに行為の完了予定日とする。

（変更の届出）

第十四条の七 法第二十四条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更によ

り同条第一項の届出に係る行為が令第二十八条各号に掲げる行為に該当しなくなるもの以外のもの（高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのない意匠の変更その他の軽微な変更を除く。）とする。

第十四条の八 法第二十四条の六第二項の規定による届出は、第五号の三様式による変更届出書を提出して行うも

のとする。

２ 第十四条の五の規定は、前項の届出について準用する。

（施設設置管理者による市町村に対する情報の提供）

第十四条の九 公共交通事業者等及び道路管理者は、法第二十四条の八第一項の規定による市町村の求めがあった

ときは、旅客施設及び特定道路に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は

駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が旅客施

設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。

２ 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供すべき事項、提

供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。

第十四条の十 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、法第二十四条の八第二項の規定による市町村

の求めがあったときは、特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物に関し、移動等円滑化の措置がとら

れたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその

設置箇所その他の高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物を利用するために必要

となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならない。

２ 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物

の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。

（公共交通特定事業計画の認定申請）

第十五条 法第二十九条第一項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項

を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の法第二条第六号イからホまでに規定する区分並びに名称及び

位置又は公共交通特定事業を実施する特定車両の車種、台数及び運行を予定する路線

三 公共交通特定事業の内容

四 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の一部又は全

部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名

五 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法

六 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び図面

二 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合に

あっては、当該貸付契約に係る契約書の写し

（公共交通特定事業計画の変更の認定申請）

第十六条 法第二十九条第三項の規定により公共交通特定事業計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げ

る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 変更しようとする事項

三 変更を必要とする理由

２ 前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いその内容が変

更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
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（道路特定事業の協議の申出）

第十七条 法第三十二条第三項の協議の申出は、第六号様式による協議書を地方整備局長又は北海道開発局長に提

出して行うものとする。

２ 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 工事計画書

二 工事費及び財源調書

三 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面

（同意を要しない軽易な道路特定事業）

第十八条 法第三十二条第三項ただし書の主務省令で定める軽易な道路特定事業は、道路の附属物の新設又は改築

のみに関する工事とする。

２ 市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければ

ならない。

（道路特定事業に関する工事の公示）

第十九条 市町村は、法第三十二条第四項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該

道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、工事の区間、工事の種類及

び工事の開始の日（当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときにあっては、工事の完了の

日）を公示するものとする。

（移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告）

第二十条 法第四十二条第一項（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定による公告は、次に

掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

一 移動等円滑化経路協定の名称

二 移動等円滑化経路協定区域

三 移動等円滑化経路協定の縦覧場所

（移動等円滑化経路協定の認可の基準）

第二十一条 法第四十三条第一項第三号（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定め

る基準は、次のとおりとする。

一 移動等円滑化経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

二 法第四十一条第二項第二号の移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項は、法第二十四条の

二第三項の移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針又は法第二十五条第三

項の重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針が定められているときは、これらの基本的な

方針に適合していなければならない。

三 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであっ

てはならない。

（移動等円滑化経路協定の認可等の公告）

第二十二条 第二十条の規定は、法第四十三条第二項（法第四十四条第二項、第四十五条第四項、第四十七条第二

項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。）の規定による公告について準用する。

（移動等円滑化施設協定に関する準用）

第二十二条の二 前三条の規定は、法第五十一条の二第一項に規定する移動等円滑化施設協定について準用する。

この場合において、第二十条第二号及び第二十一条第一号中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等

円滑化施設協定区域」と読み替えるものとする。

（移動等円滑化実績等報告書）

第二十三条 公共交通事業者等は、毎年六月三十日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、

同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化実績等報告書を提出し

なければならない。ただし、第六条の三の移動等円滑化取組計画書及び第六条の四の移動等円滑化取組報告書を
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提出した場合にあっては、この限りでない。

当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄す

る地方運輸局長

一 法第二条第五号イからニまでに掲げる者又は同号トに
掲げる者のうち同条第六号イに掲げる施設を設置し、又は
管理するもの

当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄す

る地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）

二 法第二条第五号ホに掲げる者

当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄す

る地方航空局長

三 法第二条第五号ヘに掲げる者又は同号トに掲げる者の

うち同条第六号ホに掲げる施設を設置し、又は管理する

もの

当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄す

る地方整備局長又は北海道開発局長

四 法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ニに掲

げる施設を設置し、又は管理するもの

（臨時の報告）

第二十四条 公共交通事業者等は、前条に定める移動等円滑化実績等報告書のほか、国土交通大臣、地方整備局

長、北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）又は地方航空局長から、移動等円滑化のための

事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

２ 国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）又は地方航空局長

は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとす

る。

（立入検査の証明書）

第二十五条 法第五十三条第六項の立入検査をする職員（国の職員を除く。）の身分を示す証明書は、第七号様式

によるものとする。

（権限の委任）

第二十六条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方

支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

地方支分部局の長権 限

当該施設の所在地を管
轄する地方運輸局長

イ 法第二条第六号ハに掲げる施設のうち専用バス

ターミナル（自動車ターミナル法（昭和三十四年

法律第百三十六号）第二条第七項に規定する専用

バスターミナルをいう。以下同じ。）に係るもの

一 法第九条第二項の規定に

よる届出の受理

当該施設の所在地を管

轄する地方運輸局長

（運輸監理部長を含

む。）

ロ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を設
置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者で
あるものに限る。）に係るもの

当該施設の所在地を管

轄する地方整備局長又

は北海道開発局長

ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を設
置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者で
あるものを除く。）に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方整備局長又
は北海道開発局長

ニ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方運輸局長

イ 法第二条第六号ハに掲げる施設のうち専用バス

ターミナルに係るもの

二 法第九条第三項の規定に

よる命令

当該乗合バス車両、貸
切バス車両又は福祉タ
クシー車両の使用の本
拠を管轄する地方運輸
局長

ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー

車両（公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一

項第十四号に規定する福祉タクシー車両をいう。

以下同じ。）に係るもの
当該施設の所在地を管
轄する地方運輸局長
（運輸監理部長を含
む。）

ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を設

置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者

であるものに限る。）に係るもの
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当該施設の所在地を管

轄する地方整備局長又

は北海道開発局長

ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を
設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる
者であるものを除く。）に係るもの

当該船舶の航路の拠点を
管轄する地方運輸局長
（運輸監理部長を含
む。）

ホ 船舶に係るもの

当該施設の所在地を管轄
する地方航空局長

ヘ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの

当該施設の所在地を管轄
する地方運輸局長

イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事

業法（昭和六十一年法律第九十二号）第八条第

一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに

掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るも

の

三 法第九条の三の指導及び

助言並びに法第九条の七第

一項の勧告及び同条第二項

の規定による公表

当該鉄道車両、乗合バス
車両、貸切バス車両又は
福祉タクシー車両の使用
の本拠を管轄する地方運
輸局長

ロ 鉄道車両のうち鉄道事業法第十三条第一項の

確認（鉄道事業法施行規則（昭和六十二年運輸

省令第六号）第二十条第二項及び第三項に規定

するものに限る。）に係るもの、乗合バス車両

に係るもの、貸切バス車両に係るもの又は福祉

タクシー車両に係るもの
当該施設の所在地を管轄
する地方運輸局長（運輸
監理部長を含む。）

ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を

設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げ

る者であるものに限る。）に係るもの
当該施設の所在地を管轄
する地方整備局長又は北
海道開発局長

ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を

設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げ

る者であるものを除く。）に係るもの
当該船舶の航路の拠点を
管轄する地方運輸局長
（運輸監理部長を含
む。）

ホ 船舶に係るもの

当該施設の所在地を管轄
する地方航空局長

ヘ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの

当該航空機を使用する本
邦航空運送事業者の主た
る事務所を管轄する地方
航空局長

ト 特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の

航空機（公共交通移動等円滑化基準省令第二条

第一項第十六号に規定する航空機をいう。）に

係るもの

当該施設の所在地を管轄
する地方運輸局長

イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事

業法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの

又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミ

ナルに係るもの

四 法第二十二条の二第一項

の移動等円滑化困難旅客施

設の認定並びに同条第二項

の認定及び同条第五項にお

いて準用する法第十八条第

二項の変更の認定

当該施設の所在地を管轄
する地方運輸局長（運輸
監理部長を含む。）

ロ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を

設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げ

る者であるものに限る。）に係るもの

当該施設の所在地を管轄
する地方整備局長又は北
海道開発局長

ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を

設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げ

る者であるものを除く。）に係るもの

当該施設の所在地を管轄
する地方運輸局長

イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事

業法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの

又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミ

ナルに係るもの

五 法第二十四条の六第五項

の規定による勧告

当該施設の所在地を管轄
する地方運輸局長（運輸
監理部長を含む。）

ロ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を

設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げ

る者であるものに限る。）に係るもの



Ⅷ 条例及び関係法令

INTRODUCTION FOR MAINTENANCE OF BARRIER FREE FACILITIES 8-89

当該施設の所在地を管

轄する地方整備局長又

は北海道開発局長

ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を設
置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者で
あるものを除く。）に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方航空局長

ニ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方運輸局長

イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業

法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は

同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに

係るもの

六 法第二十九条第一項の規

定による申請の受理、同条

第二項の認定、同条第三項

の規定による変更の認定及

び同条第五項の規定による

認定の取消し

当該乗合バス車両、貸
切バス車両又は福祉タ
クシー車両の使用の本
拠を管轄する地方運輸
局長

ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー

車両に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方運輸局長
（運輸監理部長を含
む。）

ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を設

置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者

であるものに限る。）に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方整備局長又
は北海道開発局長

ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を設

置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者

であるものを除く。）に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方航空局長

ホ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの

市町村の区域を管轄す
る地方整備局長又は北
海道開発局長

七 法第三十二条第三項の規定による協議及び同意

当該施設の所在地を管
轄する地方運輸局長

イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業

法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は

同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに

係るもの

八 法第三十八条第二項の規

定による通知の受理及び同

条第三項の規定による勧告

当該乗合バス車両、貸
切バス車両又は福祉タ
クシー車両の使用の本
拠を管轄する地方運輸
局長

ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー

車両に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方運輸局長
（運輸監理部長を含
む。）

ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を設

置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者

であるものに限る。）に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方整備局長又
は北海道開発局長

ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を設

置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者

であるものを除く。）に係るもの
当該施設の所在地を管
轄する地方航空局長

ホ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方運輸局長

イ 法第二条第六号ハに掲げる施設のうち専用バス

ターミナルに係るもの

九 法第三十八条第四項の規

定による命令
当該乗合バス車両、貸
切バス車両又は福祉タ
クシー車両の使用の本
拠を管轄する地方運輸
局長

ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー

車両に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方運輸局長
（運輸監理部長を含
む。）

ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を設

置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者

であるものに限る。）に係るもの

当該施設の所在地を管
轄する地方整備局長又
は北海道開発局長

ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設（当該施設を設

置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者

であるものを除く。）に係るもの
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当該施設の所在地を管

轄する地方航空局長

ホ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの

２ 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の二第八項の助言（法第二十五条第十項において準用

する場合を含む。）に係るもの並びに法第五十三条第一項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、

地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）、地方航空局長、運輸支局長及び海事

事務所長も行うことができる。

３ 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の六第五項の勧告に係るもの（道路管理者に係るもの

に限る。）は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。

４ 法に規定する道路管理者及び公園管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委

任する。

（書類の経由）

第二十七条 第十五条第一項及び第十六条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書のうち、法第二条

第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの、同号ロに掲げる施設及び同号ハに掲げ

る施設のうち一般バスターミナルに係るものは、当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しな

ければならない。

２ この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タク

シー車両に係るものは、当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する運輸監

理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。

３ この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、乗合バス車両、貸切バス

車両又は福祉タクシー車両に係るものは、法第二条第五号ハに掲げる者の主たる事務所を管轄する運輸監理部長

又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この省令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則及び高齢者、身体障

害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則の廃止）

第二条 次に掲げる省令は、廃止する。

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則（平成六年建設省

令第二十六号）

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成十二年運

輸省・建設省令第九号）



Ⅷ 条例及び関係法令
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